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Ⅰ 基 本 方 針 
 

 定款第４条第１項に定める次の事業について、「第４次中央区シルバー人材セ

ンター中期計画」（令和４年４月策定）の８つの柱を踏まえ、令和４年度の事業を

推進するものとする。 

 なお、事業の推進に当たっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止や会員の

感染予防及び健康管理について、引き続き十分に留意するものとする。 

 

１ 就業機会の積極的な確保と提供 

２ 就業に必要な知識・技能を付与する講習等の実施 

３ 生きがいの充実・社会参加を図るための社会奉仕活動 

４ 就業・社会奉仕活動の確保に関する調査研究、相談及び企画運営 

５ その他事業の目的を達成するために必要な活動 

 【普及啓発活動の推進】 

 【安全就業活動の推進】 

 【就業の公平化・適正化の推進】 

 【その他】 

 

Ⅱ 事 業 実 施 計 画 
 

１ 就業機会の積極的な確保と提供   （定款第４条第１項第１号） 

⑴ 就業開拓の推進 

① 区内商工関係団体、ボランティア団体等各種団体との連携を密にし、各

種会合など、さまざまな機会を捉えてシルバー事業をＰＲする。 

② 就業専門員と職員との連携を強化することで民間受注の一層の拡大を

図る。 

⑵ 就業提供の推進 

① 未就業会員のリストを毎月出力し、その活用により未就業会員の減少を

図る。 

② 会員対象の「個別就業相談会」を毎週月曜日（第１月曜日を除く）に開

催し、会員の就業を拡大する。 

⑶ 就業提供の目標 

  契 約 金 額     ２５９,３００千円（年） 

就業実人員         ５４４名（年） 

 

令和４年度事業計画  
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⑷ 介護予防・日常生活支援総合事業（中央区事業）の受託 

 高齢者が自立した日常生活が送れるよう、区の予防サービス援助事業を引

き続き受託する。事業の拡大に対応できるよう、適性を考慮した就業会員の

確保と育成に努める。 

⑸ 独自事業の充実 

① 写経・毛筆教室 （年７回） 

会員及び６０歳以上の高年齢者向けに、低廉な受講料で講習の機会を提

供する。 

② パソコン教室   （年１8回）【充実】 

会員及び６０歳以上の高年齢者向けに、低廉な受講料で講習の機会を提

供する。新たに「初めてのオンラインミーティング」を開催する。 

⑹ 労働者派遣事業の推進 

 派遣事業に関する発注者及びセンター会員の理解や関心が高まっているこ

とから、事業を積極的に推進し、民間事業者や一般家庭からの受注の拡大を

図る。 

⑺ 事務局の運営体制の強化【充実】 

 民間事業者や一般家庭からの受注の拡大を図るとともに、就業専門員と職

員との連携を強化するため、新たな執行体制により業務を推進していく。 

 

 

２ 就業に必要な知識・技能を付与する講習等の実施 （定款第４条第１項第２号） 

⑴ 独自研修 

 就業に必要な知識及び技能向上のための研修を実施する。 

① 会員接遇研修【充実】 

就業希望の全会員に対して、状況に見合った対応や話し方の向上を図る

ため、工夫を凝らした接遇研修を実施する。また、新入会員には、研修時

に「接遇事例集」を配布し接遇の強化を図る。 

② 家事援助講習 

家庭からの受注拡大に向け、会員対象の講習を実施する。 

⑵ 各種研修会参加 

センターの運営に資する各種研修に会員や職員が参加するとともに、会員

への就業支援の講習に関する情報提供を積極的に行う。 

① 東京しごと財団主催研修・講習 

・安全就業研修  ・役員等研修  ・職員研修 

・会員向けの各種就業支援講習   ・職域拡大技能講習 
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② 第２ブロックシルバー人材センター主催研修 

・役員研修  ・職員研修  ・安全就業会員研修 

 

 

３ 生きがいの充実・社会参加を図るための社会奉仕活動 

        （定款第４条第１項第３号） 

⑴ 区内駅周辺の清掃 

  ホームページやショートメッセージ一斉送信サービスの活用など、周知を

することで、会員の活発な参加を促す。 

① 実施時期 

回数＝年４回（６・９・１２・３月） 

曜日＝平日２回 土曜日２回 

② 場所 

・京橋 （鍛冶橋通り、新大橋通り） 

・日本橋（新大橋通り） 

・月島 （清澄通り） 

・勝どき（晴海通り・清澄通り） 

⑵ マラソン祭り（東京マラソン）へのボランティア参加 

区内における「沿道観客誘導整理サポート」の役割を担っており、地域貢

献とセンター事業のＰＲを目的に統一ウェアで参加する。 

⑶ ひとり暮らし高齢者等の見守り（中央区事業） 

     区から受託している「暮らしの困りごとサポート」業務に従事した会員は、 

    区の「地域の見守りネットワーク」に参加し、必要に応じて訪問先のひとり 

    暮らし高齢者の見守り等を行う。 

 

４ 就業・社会奉仕活動の確保に関する調査研究、相談及び企画運営 

       （定款第４条第１項第４号） 

(1) 就業に関する調査研究 

例月の理事会において、前月の事業実績を報告し、前年実績との比較を行

うなど、会員の就業状況について実態や推移の把握に努める。 

(2) 就業に関する相談 

就業に関する資料を整備し、就業専門員による就業相談や情報提供を行う。 
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５ その他事業の目的を達成するために必要な活動 （定款第４条第１項第５号） 

 

 【普及啓発活動の推進】 

⑴ ホームページの充実 

ホームページの掲載内容の充実を図り、センターに関するさまざまな情報

を会員や発注者などに積極的に発信するとともに、業務・財務などの情報掲

載を継続し、ディスクロージャー（情報開示）を徹底する。 

⑵ パンフレットの配布（随時実施） 

センター事業の紹介パンフレットを区民や発注者などに配布する。 

⑶ 機関紙の発行（年４回）（充実） 

「シルバーのあゆみ」を会員や発注者などに配布して会員の交流促進及び

センター事業のＰＲに努めるほか、さらに読みやすい紙面とするため、デザ

インを一新する。 

⑷ 広告掲載 

中央区高齢者クラブ連合会の会報「やまびこ」に広告を掲載する。 

また、中央区が運行するコミュニティバスの車内広告や、新聞折り込みさ

れる時刻表への広告掲載を行う。 

⑸ 中央区の広報紙・刊行物への掲載（随時実施） 

区の協力を得て、「区のおしらせ ちゅうおう」に会員募集及び民間事業

所・家庭からの仕事募集の記事を掲載（年４回）するとともに、「区政年鑑」

などの区刊行物に事業案内を掲載し、広くＰＲする。 

⑹ 多様な広報媒体の活用（随時実施） 

ケーブルテレビ、地域ＦＭ放送をはじめとした報道機関との連携や取材活

動に協力することによって、センター事業のＰＲを行う。 

⑺ 協力団体の機関紙への掲載（随時実施） 

中央区商店街連合会、中央区工業団体連合会など関係団体の協力を得て、

機関紙に掲載するなど、センター事業の周知を図る。 

⑻ 広報活動強調月間 

都内のセンターでは１０月を広報活動強調月間と定め、知名度のアップに

取り組んでいることから、当センターにおいても、区の健康福祉まつり会場

でパンフレットの配布や就業の実演などによりセンター事業をＰＲする。 

⑼ 各種事業の共催 

中央区や、シルバーワーク中央などが実施する「セカンドライフ応援セミ

ナー」など関係団体の各種事業を共催し、センター事業をＰＲする。 
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 【安全就業活動の推進】 

⑴ 会員の安全意識の啓発 

会員の安全就業を組織的に推進するため、安全管理委員会による就業現場

の巡回視察や、就業現場への「安全心得１０ヶ条」の掲示を進める。 

また、機関紙「シルバーのあゆみ」に安全管理に関する記事を掲載すると

ともに、新規入会会員に「安全のしおり」を配布するなど、会員に対する安

全就業意識の啓発を積極的に行う。 

⑵ 健康管理の徹底 

会員の安全就業の根幹をなす健康管理を促すため、機関紙「シルバーのあ

ゆみ」に記事を掲載するとともに、健康診断の受診を徹底させ、安全な就業

の展開につなげる。 

⑶ 安全管理委員会の機能強化 

会員の高齢化への対応も考慮し、安全管理体制の充実を図るとともに、就

業現場の巡回視察の回数を増やすなど、安全な就業環境の確保と会員自身の

安全意識の向上を目指す。 

⑷ 損害事故防止の発生抑制 

受注時の現場確認はもとより、実際に発生した事故について検証や原因究

明を図り、適切な注意喚起や意識啓発を行うことにより、発生抑制に努める。 

⑸ 熱中症予防講習【新規】 

  就業中や日常生活での熱中症による事故を未然に防止するために講習会を 

 実施する。 

⑹ 転倒予防講習 

  就業中の傷害事故の約４割を占める転倒を防止するため、引き続き転倒予  

 防講習を実施する。 

⑺ 自転車事故防止講習【充実】 

  就業中及び往復の経路途上での自転車による事故が発生していることから、 

 自転車事故防止講習会の充実を図る。 

⑻ 緊急連絡体制の整備と就業現場への対応 

緊急連絡体制を整え、大規模な災害発生時や新型コロナウイルスなどの感

染症発生時には、関係機関等と連携または指示を仰ぎ、就業現場への適切な

対応を図る。 

⑼ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

  就業機会の確保と会員の健康管理の上で影響が予想されることから、感染 

 状況を引き続き注視しながら、会員の感染予防及び健康管理について、必要 

 な情報の収集と会員に対する情報提供に努めていく。 
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 【就業の公平化・適正化の推進】 

⑴ 適正就業の仕組みの適用推進 

  公益社団法人として運営における公平性・公正性が強く要請されるため、

「就業の適正化・公平化に関する仕組み」に基づき、会員に対する適切な仕事

の提供や、発注者に対する質の高いサービスの提供に努める。今後とも「就業

適正委員会」を中心に、さらなる公平かつ適正な就業の推進に取り組んでいく。 

⑵ 適正な請負の推進 

  国における請負業務の適正化に関する指導等を踏まえ、請負契約締結時 

 に業務内容を十分確認するとともに、就業現場の現地確認をきめ細かに行い、 

 適正を期する。 

 

 【その他】 

⑴ 入会説明会の充実【充実】 

  申込機会の拡充と申し込みによる来所者の分散を考慮し、インターネット 

 を活用した動画によるセンターの紹介や、説明会の開催回数を増やすなど、 

 柔軟で効果的な取組を進めていく。 

⑵ 理事会の専門委員会活動 

総務委員会、広報委員会を適宜開催する。 

⑶ 各種会議への出席 

職員の意識の啓発及び情報交換のため、東京しごと財団や第２ブロックシ

ルバー人材センター主催の事務局長会及び実務担当者会会議に出席する。 

⑷ 会員の交流広場（月２日間） 

会員同士の交流やセンターからの情報発信、理事会との意思疎通を促進す

るため、月初めの就業報告書提出の機会を活用し、引き続き「会員の交流広

場」を開設する。 

⑸ 会員への情報提供の強化 

ホームページや業務システム、スマートフォンなどのツールを活用し、会

員への情報伝達・情報共有の強化を図る。 

⑹ 賛助会員の拡充 

経営の健全化に資するため、高齢や健康上の理由などから就業の意思がな

い会員については引き続き賛助会員への移行を勧奨するとともに、センター

事業への協力意向がある個人・団体を賛助会員として受け入れていく。 

⑺ 事務局の効率化の推進 

ＯＪＴやジョブローテーションにより職員のスキルアップを図るほか、業

務システムの一層の活用により業務の効率化に努める。 
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⑻ 計画的な監査の実施 

常に適正な事務処理が行われるよう、公認会計士の指導を受けるとともに、

監事による監査を計画的に実施していく。 

⑼ キャッシュレス決済への対応【新規】 

  コンビニ収納の導入など、現金や振込以外の支払方法への対応を図る。令 

 和５年度の実施に向け、検討を進める。 

⑽ インボイス制度への対応【新規】 

  令和 5年 10 月 1日から導入されるインボイス制度（適格請求書等保存方 

 式）について、東京しごと財団及び他センターと連携を図り、情報を共有し 

 対応していく。 








